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１ 三重県の人口減少対策
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【庁内】 三重県人口減少対策推進本部会議（部局横断）
事務局：人口減少対策課

自然減対策 → 少子化対策課が中心

社会減対策 → 移住促進課、雇用対策課など

・出会い支援
・子どもの育ち支援
・男性の育児参画推進 etc.

【市町との連携】
みえ人口減少対策連携会議

○全県会議
○地域別会議（県内５地域）

・先進地の視察
・市町と県で人口減少対策に資する取組を検討

（少子化対策）

＜市町との連携＞



県の少子化対策、子ども・子育て支援にかかる計画（計画期間：令和2～6年度）

①合計特殊出生率（H30 1.54）を、2020年代半ばに、県民の結婚や出産の希望がかなった場合の水準（希望出生率：１．８台）に
②「地域社会の見守りの中で、子どもが元気に育っていると感じる県民の割合」（H30   51.5%）を、令和６年度に６３．５％に

総合目標

ライフステージごとに切れ目のない対策

子ども・思春期 若者／結婚 妊娠・出産 子育て 働き方

子どもの貧困対策

周産期医療体制の充実

幼児教育・保育、放課後
児童対策などの子育て家
庭の支援

発達支援及び医療的ケア
が必要な子どもへの支援

不妊に悩む家族への支援

切れ目のない妊産婦・
乳幼児ケアの充実

出産・育児まるっとサポート
みえ （三重県版ネウボラ）

男性の育児参画
の推進

児童虐待の防止

社会的養育の推進

若者等の雇用対策 仕事と子育ての両立支援な
どの働き方改革の推進

重点的な取組

実現に向け、
着実に取組を推進

（１）子どもの最善の利益を尊重する

（２）「家族」形成は当事者の判断が最優先される

（３）人や企業、地域社会の意識を変える

（４）「家族」の特性に応じてきめ細かに支援する

（５）子どもの育ち、子育て家庭を地域社会で支える

５
つ
の
原
則

取組を進めるにあたっての
基本的な考え方

「協創」「縁を育む、縁で支える」

医療の進歩を背景に数が
増えていることから、

「医療的ケアが必要
な子どもへの支援」を

重点的な取組に

大学等卒業時に厳
しい雇用環境に見舞
われた

就職氷河期世代
を支援

仕事と不妊治療の両立支援
妊孕性温存治療費助成 働き方改革の推進や女性の

就労を支援

不足する医師、助産師、
看護師等の人材確保・
地域偏在の是正

里親制度の普
及・啓発、新たな
里親登録者の
拡大、施設環境
の充実

結婚･妊娠･子育てなどの希望がかない、
全ての子どもが豊かに育つことのできる三重

めざすべき
社会像

２ 三重県の少子化対策の取組（全体像）
第二期 希望がかなうみえ 子どもスマイルプラン



３ 少子化対策「出逢い支援」
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【構成員】 三重県・２９市町 【実施回数】年２回（５月、１１月以降）
【実施内容】□ 取組事例の共有 □ 課題や今後の取組の検討 □ 有識者の講演会やセミナー

全県ＰＴ会議

【北勢ＰＴ（６市町）】
①いなべ市：相談会
②③桑名市：イベント
④木曽岬町：イベント
⑤⑥亀山市：イベント

【中勢ＰＴ（５市町）】
①②伊賀市：イベント
③④津市 ：イベント
⑤ 名張市：相談会
⑥ 名張市：イベント

【南勢ＰＴ（１２市町）】
①度会町：相談会
②大台町：相談会
③紀宝町：町事業とのセットセミナー
④熊野市：相談会
⑤尾鷲市：相談会
⑥御浜町：イベント

地域ＰＴ会議

市町独自取組との連携

・「みえ出逢いサポートセンター」（平成26年度設置）において、民間や市町が実施する
出会いイベント（交流会、セミナー）などを紹介。

・令和３年度から、市町と連携して（プロジェクトチームを結成）、広域的な出会いイベントを
実施（令和４年度も実施）。

・令和４年度は２３市町が参画
・年２回の会議、各地域で計１８日以上の出会い支援事業を実施

＜市町との連携＞

人口の少ない市町では、婚活イベントを実施しても参加者が
固定化してきたり、知り合い（友だちの兄弟等）だったりす
ることもあり、広域的なイベント実施を求める声も。

結婚支援プロジェクトチーム（ＰＴ）
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≪ 実施イベント例 ≫

３ 少子化対策「出逢い支援」 ＜市町との連携＞



地域アプローチ実践事業のモデル市・名張市のワークショップに参加させていただき、県か
らはデータや県の取組等の情報提供を行いました。

４ 地域アプローチ実践事業（名張市）では ＜市町との連携＞

進学で市外に出ても、将来、市内での就職を考
えてもらうために、若い時（高校生等）に市内
の企業を知ってもらう必要があるのではない
か」といった意見をふまえ、今年度に開設した
県教育委員会の職業ポータルサイトを紹介。

各事業所の事業内容や
インターンシップの有
無、職場の魅力や雰囲
気を写真等も入れて、
高校生に分かりやすく
紹介するサイト。 6
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【令和５年度当初予算案にかかる事業例（人口減少対策関係）】

５ 令和５年度に向けた取組 ＜市町との連携＞

・地域の実情に応じた人口減少対策に取り組むため、市町と効果的な共同事業の
実施に向けて調査・対策を検討

・地域の課題やニーズを聴き取り、関係部局等と連携して取組を進めるため、
特に人口減少が著しい南部地域に「人口減少対策広域コーディネーター
（仮称）」を設置

・引き続き、みえ出逢いサポートセンターを通じた出会いイベント等、県と市町
が連携した広域的な出会いの場の創出

・＜みえ子ども・子育て応援総合補助金＞
県独自の補助制度として、各市町が、妊娠・出産・子育て等のライフステージ
ごとに切れ目のない取組を実施するため、新たに取り組む子ども・子育て家庭
を支援する事業等の経費を柔軟に支援

市町の創意工夫で活用可能な補助制度
を新設
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６ 【参考】令和４年度の取組例「男性の育児参画の推進」

夫の育児時間

妻の約１／４

（出典）総務省「社会生活基本調査」

男性の育児・家事時間

父親の育児・家事時間は、
妻に比べてまだまだ少ない！
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（出典）厚生労働省「雇用均等調査」
三重県雇用経済部「三重県内事業所労働条件等実態調査」

男性の育児休業取得率

年々上昇傾向ではあるが、女性の取得率
に比べるとまだまだ低い！
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育児時間と子どもの数

夫の家事育児時間が長いと
第２子以降の出生割合が
高まる!
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しかし現実は
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６ 【参考】令和４年度の取組例「男性の育児参画の推進」

ファザー・オブ・ザ・イヤーinみえ

男性の育児・家事参画の様子・子育ての工夫などを募集・表彰

する 「パパの育児フォトコンテスト」を実施！

令和３年度（第８回）のベストショット賞
「ヘアカットはパパにまかせて！」
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男性の育児参画を推進するにあたり、
①男性（父親）個人への啓発 と ②企業等への啓発 を実施

＜ 個人への啓発 ＞

令和４年度は
「パパの育児川柳」

も募集！

インスタグラムも活用した募集で、
誰でも他の人の応募写真が見れるほ
か、入賞作品を冊子にして配布した
り、ショッピングセンターや金融機
関などで写真展を開催して啓発



６ 【参考】令和４年度の取組例「男性の育児参画の推進」

「イクボス」の推進

【Ｈ２９】結婚・子育てに関する従業員アンケート調査

（育児休暇など）制度はあるが
（それを活用する）風土（雰囲気）はない・・

イクボスの推進を通じて

仕事と子育ての両立の希望がか
なう職場環境づくりを推進

「イクボス」とは・・・
職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）を考え、その
人のキャリアと人生を応援しながら、組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活
を楽しむことができる上司（経営者・管理職）

＜ 企業への啓発 ＞
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令和４年度は、希望者が育児休業等を取得できる
職場環境の整備を支援するため、経営者、管理
職・中堅社員、若手社員向けの３階層に分けて、
イクボス視点でのマネジメント等を学ぶセミナー
を開催

育児・介護休業法が改正され、（男性の）育児休業制度が
より充実したけど、希望しても取得できないと・・・
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